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山口県健康福祉部医務保険課長  

 

 

仮名加工情報である医療情報のみを用いて行う AI 画像診断機器等の開発・研究等 

への生命・医学系指針の適用等について 

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局等から通知がありましたのでお知らせ

します。 
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